
※誤った情報を記入・入力し、送信した場合、
後日変更・取消ができない項目があります。

記入・入力内容を十分確認した上で送信してください。

入力後、書き写してください。

事務局に書類を提出後、お渡しします



必ず「定期採用」を選択してください。

「奨学金確認書兼地方税同意書」のセットに記載の
申込ID・パスワードを記入・入力



入力日



給付奨学金、授業料等の免除減額制度（多子世帯の授業料等

減免も含む）を希望する方は必ず「希望します」を選択してください。



衛 生



学校の住所を記入・入力

住所２には、「住所検索」後、

住所１に自動入力された住所以降

について記入・入力。

※ 自動入力された住所以降（番地以降）を入力

※ 郵便番号入力→住所検索後、自動入力

自宅通学の場合は、記入・入力不要。



「はい」を選択した場合、給付奨学金および

授業料等の免除減額の制度は「停止」となります。

給付奨学金や授業料等の免除減額の制度と第一種奨学金を

あわせて利用する場合、第一種奨学金の貸与額が自動的に

調整されます（併給調整）ので、ご注意ください

（家計状況の確認等により対象から外れた場合は、

希望する貸与額で第一種奨学金の振込みが開始されます）。









※ 自動入力された住所以降（番地以降）を入力

※ 郵便番号入力→住所検索後、自動入力

奨学生本人を連絡先

にすることはできません。

※入力後は、保証制度を変更できません。

●人的保証を選択する場合：

～ ページ「2.連帯保証人と保証人について」の項目を

記入・入力。

●機関保証の場合：

～ ページ「２.本人以外の連絡先について」記入・

入力。

１２ １３

１１ １２



※連帯保証人と同一生計の父・母・兄弟姉妹などを保証人にする

ことはできません。別生計かつ65歳未満のおじ・おば・兄弟姉妹

などを選任してください。

※ 郵便番号入力→住所検索後、自動入力

※ 自動入力された住所以降（番地以降）を入力

※ 郵便番号入力→住所検索後、自動入力

※ 自動入力された住所以降（番地以降）を入力



※ 自動入力された住所以降（番地以降）を入力

※ 郵便番号入力→住所検索後、自動入力



※ 自動入力された住所以降（番地以降）を入力

※ 郵便番号入力→住所検索後、自動入力



誤入力が非常に多いページです。確認の上記入・入力してください。





※入力間違いがあると、奨学金は振り込まれません。
必ず金融機関名、支店名、口座番号等誤りがないか
確認した後送信してください。
誤りがあった場合、奨学金の振込みは振込予定月の
翌月以降となります。

全員記入



※この用紙には個人番号（マイナンバー）を記入しないでください。

学校に提出する必要もありません。

※個人番号（マイナンバー）は非常に大切な個人情報です。

取扱いには十分注意してください。

※マイナンバーカードを作成していない場合は、

   通知カード、個人番号（マイナンバー）入りの住民票などで

   個人番号（マイナンバー）を確認し、入力してください。

どうしても個人番号（マイナンバー）が確認できない場合のみ、

「提出できません」を選択してください。





※この用紙には個人番号（マイナンバー）を記入しないでください。

学校に提出する必要もありません。

※個人番号（マイナンバー）は非常に大切な個人情報です。

取扱いには十分注意してください。

※マイナンバーカードを作成していない場合は、

   通知カード、個人番号（マイナンバー）入りの住民票などで

   個人番号（マイナンバー）を確認し、入力してください。
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